
 
令和６ 年能登半島地震による被災地域における県税の申告・ 

納付等の延長後の期限の指定について（お知ら せ） 
 

                                                   令和６年７月５日 
                         大分県総務部税務課 
 
 大分県では、今回の災害による被害の状況を考慮し て、次に掲げる地域に
お住まいの方の県税の申告期限等を延長し ており まし たが、一部区域につい
て下記のと おり 延長後の期限を指定し まし たので、お知ら せし ます。 
 
 
＜申告期限等の延長について＞ 
○指定地域 

富山県、石川県 

○対象者 
 指定地域内に住所又は居所（法人の場合は原則と し て本店又は主たる事務
所の所在地）を有する納税者又は特別徴収義務者 
 
○延長する期限 
 令和 6 年 1 月 1 日以降に到来する申告、申請、請求その他書類の提出（審
査請求に関するも のを除く ）又は納付若し く は納入に関する期限 

ただし 以下の税目は延長措置の対象外です。 
・個人県民税（市町村が市町村民税と 併せて賦課徴収するものに限る） 
・自動車税環境性能割 
・自動車税種別割（年度途中に月割で納税義務が発生するものに限る） 
・狩猟税 
・軽自動車税環境性能割 

 
 
＜延長後の期限の指定について＞ 
○延長後の申告期限等 
 令和６ 年７ 月３ １ 日 

 

○指定する区域 
 

県名 指定地域 

富山県 富山県 

石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく 市、白山市、

能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、 

河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 

 
 
 
 



※ 詳 し く は 、 下 記 の 県 税 事 務 所 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。                    
  
 【お問い合わせ先】 
別府県税事務所 別府市大字鶴見 

字下田井１ ４ －１  
℡ ０ ９ ７ ７ －６ ７ －８ ２ １ １  

大分県税事務所 大分市府内町 

３ －１ ０ －１  
℡ ０ ９ ７ －５ ０ ６ －５ ７ ７ １  

 自動車税管理室     大分市大津町 

３ －４ －１ ３         
℡ ０ ９ ７ －５ ５ ２ －１ １ ２ １  

 佐伯納税事務所     佐伯市長島町 

１ －２ －１          
℡ ０ ９ ７ ２ －２ ２ －３ ０ ２ １  

 豊後大野納税事務所 豊後大野市三重町 

市場１ １ ２ ３     
℡ ０ ９ ７ ４ －２ ２ －７ ５ ０ １  

日田県税事務所 日田市城町 

１ －１ －１ ０  
℡ ０ ９ ７ ３ －２ ２ －４ １ ７ ５  

中津県税事務所 中津市中央町 

１ －５ －１ ６  
℡ ０ ９ ７ ９ －２ ２ －２ ９ ２ ０  

 


